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「杉並区性の多様性が尊重される地域社会を実現するための取組の推進に関する

条例」に関する（Ｑ＆Ａ）（令和５年３月・第１版） 

 

 このＱ＆Ａは、本条例（令和５年４月１日施行 パートナーシップ制度に係る

規定は４月 24 日施行）の内容・趣旨を広く区民・事業者の皆さまにご理解いた

だくために作成したものです。なお、今後区に寄せられたご意見・ご質問を踏ま

えて順次必要な改訂をしていきます。 

 

1.条例の目的・定義 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（目的） 

第１条 この条例は、杉並区（以下「区」という。）において性の多様性が尊重さ

れる地域社会の実現を図るため、基本理念、性を理由とする差別等の禁止、区、

区民及び事業者の責務並びにパートナーシップ制度その他の区が実施する性の多

様性が尊重される地域社会の実現に関する施策の基本的事項について定め、もっ

て全ての区民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する地域社会の実現に

資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

 (１) 性的指向 自己の恋愛又は性愛の対象となる性別についての指向をいう。 

 (２) 性自認 自己の性別についての認識をいう。 

 (３) パートナーシップ関係 双方又はいずれか一方が性的指向が異性に限らな

い者又は性自認が出生時に判定された性別と一致しない者であり、互いを人生

のパートナーとして、相互の人権を尊重し、継続的に協力し合い、共同生活を

営むことを約した２者間の関係をいう。 

 (４) パートナーシップ制度 第９条に定めるところにより、区長がパートナー

シップ関係にある者からの届出を受理したことを証明する制度をいう。 

 (５) 区民 区内に住み、働き、又は学ぶ人をいう。 

 (６) 事業者 区内において、事業活動を行うものをいう。 
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【Ｑ１】この条例で目指す地域社会とは？ 

【Ａ１】私たちが生きる地域社会には、男女の性別に違和感を感じない人々が多い

一方、「女性として女性が好きな人」や「異性も同性も好きな人」「身体

の性と心の性が一致せずに違和感がある人」などの性的マイノリティの人

々が約 13 人に１人の割合で存在すると言われています※。 

    このような中で、全ての区民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生

する地域社会の実現に資するため、この条例を制定したものです。 

    こうした地域社会を築き上げていくことは、杉並区基本構想に掲げた福祉

・地域共生分野の将来像「すべての人が認め合い、支え・支えられながら

共生するまち」の実現に向けた取組でもあります。 

※出典：ＬＧＢＴに関する意識調査事前スクリーニング調査 株式会社ＬＧＢＴ総合研究所（Ｈ28） 

 

【Ｑ２】多様な性とは？ 

【Ａ２】一般的な男性・女性というだけでなく、性のあり方は多様であり、次の４

つの要素で捉えられます。 
 

    ①身体の性：生まれた時の戸籍上の性別 

    ②心の性（性自認）：自分で自分をどのような性別だと思うか 

    ③好きになる性（性的指向）：どの性別を好きになるか 

    ④表現する性：服装やしぐさ、言葉使いなど 
 

    性的指向や性自認等に関して、そのあり方が少数派の方々は「性的マイノ

リティ」や「ＬＧＢＴ※」と呼ばれます。 
     

※Ｌ：レズビアン 

     Ｇ：ゲイ 

     Ｂ：バイセクシュアル 

     Ｔ：トランスジェンダー 

    性的マイノリティには、ＬＧＢＴ以外にも、男女どちらにも恋愛感情を持

たない方、自分の性を男女どちらかに決めない方、決められない方、決めた

くない方等、様々な方がいます。 

 

 

 

 

https://www.city.suginami.tokyo.jp/hataraku/shisaku/1009787.html
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２．基本理念（第３条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Ｑ３】基本理念にある「性的指向又は性自認を内心にとどめることを希望する者

の平穏な生活の確保に配慮しつつ」とは？ 

【Ａ３】性的マイノリティ当事者の方の中には「理解してもらえない」、「余計な

気をつかわせてしまう」などといった理由から、「そっとしておいてほし

い」と考える方々も現に存在します。そのことを今後の啓発活動を通して

適切に周知し、そうした方々にも配慮しつつ、性の多様性が尊重される地

域社会を実現するための取組を推進するという区の基本的な考え方を明記

したものです。 

 

３．性を理由とする差別等の禁止（第４条） 

 

 

 

 

 

 

【Ｑ４】「不当な差別的取扱い」とは？ 

【Ａ４】不当な差別的取扱いとは、正当な理由なく、性的指向又は性自認を理由と

して、不利益な取扱いをすることです。具体的には、採用時の内定の取消

しや解雇のほか、相手の人格を否定する差別的な言動、ひぼう中傷、ＳＮ

Ｓ等での差別的な書き込みをすることなどが考えられます。これらを未然

に防ぎ、性的指向又は性自認に関わらず、自らの意思によって、地域社会

のあらゆる分野における活動に参画し、能力を発揮する社会が確保される

ことが重要と考えています。  

（基本理念） 

第３条 性の多様性が尊重される地域社会を実現するための取組の推進は、性的指

向又は性自認を内心にとどめることを希望する者の平穏な生活の確保に配慮しつ

つ、全ての区民が、性を理由とする差別等を受けないこと、性の多様性をめぐる

個人としての尊厳が重んぜられること及び性別、性的指向、性自認等にかかわら

ず、自らの意思によって地域社会のあらゆる分野における活動に参画し、能力を

発揮する機会が確保されることを旨として、行われなければならない。 

 

（性を理由とする差別等の禁止） 

第４条 何人も、性を理由として不当な差別的取扱いをすることその他の性を理由

として個人の権利利益を不当に侵害する行為をしてはならない。 

２ 何人も、正当な理由なく、本人の意に反して、性的指向若しくは性自認の表明

を強制し、若しくは禁止し、又は性的指向若しくは性自認を明らかにしてはなら

ない。 
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【Ｑ５】例えば、「性自認が女性である戸籍上の男性」が女性専用エリアに立ち入

った場合はどうなるのか？ 

【Ａ５】自らの性自認は尊重されるべきものですが、この条例の規定によって、ど

のような場合でも性自認が戸籍上の性別より優先されるわけではありませ

ん。例えば、杉並区公衆浴場法施行条例では、７歳以上の男女を混浴させ

ないこと等を規定しているほか、刑法の規定により、人が事実上管理・支

配している建造物などに正当な理由なく侵入し、又は要求を受けたにもか

かわらず退去しなかった場合には、建造物侵入罪に問われます。 

    杉並区性の多様性が尊重される地域社会を実現するための取組の推進に関

する条例は、法令等による規制を上回ったり、浴場、トイレ及び更衣室等

の施設の管理者の管理権を制限するものではないため、性の多様性の尊重

を理由にこれまで違法であった行為の違法性がなくなることはありません。 

 区としては、この禁止規定の趣旨が、区民・事業者に正しく理解され適切

な行動や施設管理につながるよう、普及啓発に努めていきます。 

 

【Ｑ６】この条例で「性を理由とした差別等の禁止」を規定することで、女性専用

エリアでの性犯罪が発生するのでは？ 

【Ａ６】一般財団法人地方自治研究機構の調査結果によると、この条例のように性

を理由とした差別等の禁止を規定している条例は令和５年４月現在で、東

京都や埼玉県、大阪府など 60 以上の自治体で制定されていますが、これら

の自治体において、条例の規定に起因した性犯罪が発生した事例は認めら

れていません 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rilg.or.jp/htdocs/img/reiki/002_lgbt.htm?fbclid=IwAR0G9YtBw_j210azsxnc3L9_kmDcUWgGo7C0ZDmgIK3OadhAqbSvQBqPzCQ
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４．区及び区民・事業者の責務（第５条～第７条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Ｑ７】区は、この条例に基づきどのような施策を実施するのか？ 

【Ａ７】区は、この条例に基づき、相談体制等の整備（第８条）、パートナーシッ

プ制度の実施（第９条）及び啓発活動（第 10 条）に取り組みます。具体的

な内容は、この後のＱ＆Ａをご参照ください。 

 

【Ｑ８】区民・事業者にはどのような対応が求められるのか？ 

【Ａ８】区民・事業者の皆様には、性の多様性に関する理解を深めるとともに、前

述した不当な差別的取扱いをはじめ、性的指向・性自認の表明を強制又は

禁止しないこと、正当な理由なく性的指向・性自認について本人の意に反

して明らかにしないことが求められます。また、区が実施する啓発イベン

ト等への参加・協力のほか、事業者においては公正な採用やハラスメント

防止対策、パートナーシップ関係にあるカップルに配慮した顧客サービス

の提供を行う等、多様性に配慮するよう努める必要があります。 

    区は、区民・事業者の皆様の性の多様性に関する理解が進み、自主的・自

律的に協力していただけるよう、普及啓発活動に取り組んでいきます。 

  

 

 

 

（区の責務） 

第５条 区は、第３条に定める基本理念にのっとり、区民、事業者、国及び他の地

方公共団体その他の関係機関等との連携を図りつつ、性の多様性が尊重される地

域社会の実現に関する施策を実施する責務を有する。 

（区民の責務） 

第６条 区民は、性の多様性について理解を深めるとともに、区が実施する性の多

様性が尊重される地域社会の実現に関する施策に協力するよう努めるものとす

る。 

（事業者の責務） 

第７条 事業者は、性の多様性について理解を深め、その事業活動を行うに当たっ

ては、性を理由とする差別等の防止を図る等性の多様性に配慮するよう努めると

ともに、区が実施する性の多様性が尊重される地域社会の実現に関する施策に協

力するよう努めるものとする。 

 

 



6 

 

５．相談体制の整備等（第８条） 

 

 

 

 

 

 

 

【Ｑ９】相談体制の整備等の具体的内容は？ 

【Ａ９】これまで男女平等推進センターで実施してきた一般相談で相談対応をして

まいりましたが、これに加え、令和５年４月から毎月１回の頻度で、専門の相談

員が主に性的マイノリティの方々を対象として、性を理由とする差別等に関する

電話又は面談による専門相談を実施します。 

 

 

 

 

 

 

【Ｑ10】苦情の申し出にはどう対応するのか？ 

【Ａ10】申し出者のお話を傾聴したうえで、本人の希望に応じて、申出者のプライ

バシーに配慮しつつ関係者からもお話を伺い、同様の事例に対する判例等

を共有したり、本条例の趣旨を関係者に丁寧に説明する等、対応します。

また、必要があれば、労働基準監督署や法務省の人権擁護機関等につなげ

ていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

（相談体制の整備等） 

第８条 区は、区民からの性を理由とする差別等に関する相談に的確に応ずるた

め、必要な体制の整備を図るものとする。 

２ 区民は、性を理由とする差別等について、区長に対し、苦情の申出をすること

ができる。 

３ 区長は、前項の規定により苦情の申出を受けたときは、適切かつ迅速に処理す

るものとする。 

・性的マイノリティ専門相談（令和５年４月 12 日開始） 

電話番号：03-5307-0784 毎月第２水曜日 16 時～19 時（祝日を除く） 

・一般相談 

電話番号：03-5307-0619 月曜日～金曜日 ９時～17 時 

（年末年始・祝日を除く） 

https://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/soudan/kazokuikikata/1029178.html
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６．パートナーシップ制度（第９条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Ｑ11】なぜパートナーシップ制度をはじめるのか？ 

【Ａ11】この制度により、性的マイノリティのパートナーシップ関係にある方が、

日常生活の様々な場面での手続きが円滑になるほか、区営住宅の入居申し

込み等、新たにサービスが受けられるようになります。 

    法律行為である婚姻とは異なり、法律上の効果を生じさせるものではあり

ませんが、この制度の創設により、多様な性や性的マイノリティの方々に

対する理解を広めていくとともに、生活上の困りごとの軽減等、暮らしや

すい環境づくりにつなげていきます。 

    なお、パートナーシップ制度の届出は、あくまでも希望する対象カップル

の任意であり、区が制度の利用を強制するものではありません。 

 

 

 

 

（パートナーシップ制度） 

第９条 パートナーシップ関係にある者であって、規則で定める要件を満たすもの

は、規則で定めるところにより、これらの者がパートナーシップ関係にある旨を

区長に届け出ることができる。 

２ 区長は、前項の規定による届出があったときは、規則で定めるところにより、

当該届出を受理したことを証する書面を交付するものとする。 

３ 第１項の届出をした者であって、当該届出を受理したことを証するカードの交

付を受けようとするものは、規則で定めるところにより、区長に申請することが

できる。 

４ 区長は、前項の申請があったときは、規則で定めるところにより、同項の申請

をした者に対し、同項のカードを交付するものとする。 

５ 区は、区が実施する施策等において、パートナーシップ関係にある区民が安心

して暮らすことができる地域社会の実現を目的とするパートナーシップ制度の趣

旨を十分に尊重し、適切に対応するものとする。ただし、法令等の規定により実

施する施策等においては、この限りでない。 

６ 前各項に定めるもののほか、パートナーシップ制度に関して必要な事項は、規

則で定める。 
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【Ｑ12】東京都のパートナーシップ宣誓制度（令和４年 11月開始）があるのに区

の制度は必要なのか？ 

【Ａ12】区では、東京都の制度に関わらず、住民に最も身近の基礎自治体として、

自律的にパートナーシップ制度を導入することに大きな意義があり、連携

を図りながら、婚姻制度が利用できない又は利用しづらい性的マイノリテ

ィカップルの生活上の不便を軽減するための制度として実施していくこと

としたものです。 

    なお、制度の詳細はこちら又は右下ＱＲコードをご覧ください。 

   

７．啓発活動（第 10条） 

 

 

 

 

【Ｑ13】区ではどのような啓発活動を行うのか？ 

【Ａ13】これまで行ってきた区の広報・公式ホームページへの情報掲載の充実やリ

ーフレットの配布等に加え、令和５年度には新たに区民・事業者向けの

「（仮称）レインボーガイドブック」を作成・配布などを通じて、より充

実した広報啓発活動に取り組みます。 

    そのほか、区の職員や教職員を対象とした研修も充実し、組織を挙げて性

の多様性が尊重される地域社会づくりを図っていきます。 

  

 

 

 

 

 

（啓発活動） 

第１０条 区は、性の多様性に関する区民及び事業者の理解を深めるよう、広報そ

の他の啓発活動を行うものとする。 

https://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/kusei/jinken/1086651.html

